
会議協員委童児員委生民村納恩名協児民村町市

会長名 徳村 徳夫 副会長名 當山 美津 

連 絡 先 

〒904-0411 

沖縄県国頭郡恩納村字恩納 6302 番地 

ＴＥＬ098-966-1193        FAX098-982-3380 

地区人口 11,279 人 地区世帯数 5,807 世帯 高齢化率 24% 

小学校数 4 中学校数 1 幼稚園数 4 こども園数 0 保育所数 10 

民生委員・児童委員定数 2名18名 主任児童委員定数

会員委・会部

民 児 協 規 約  有 ・  無 ・  その他（               ）  

民児協定例会開催日時 開催日 毎月第２火曜日    ：  時間帯（ 午前 ・  午後 ・  夜間 ）  

【地域の状況】 

・コロナ禍の影響により地域の活動が減少している。多くの公民館や屋外の活動が制限され、以前より

活気がなくなっていると思われる。ただ徐々に、活動意欲と地域行事は、増加傾向にあると感じている。 

・地域の活動が減ったこと、閉鎖的になったことにより民生委員児童委員の活動が見えづらくなり、

重要性が薄れている。よって、民生委員児童委員の定数が 18 となっている中で、令和 4 年の改選

では大幅に下回る可能性がある。

【主な活動（高齢者・障がい者・児童等）】  

・地域の気になる高齢者世帯の友愛訪問活動 

・母子父子家庭新入学児童生徒の調査・激励金の支給 

・朝の挨拶運動、交通安全指導 

・地域の配食活動 

・民生委員児童委員の活動 PR（チラシ・ポスター配布） 

・赤い羽根共同募金出発式の参加 

・定例会（地域の問題点の共有） 

【市町村民児協版 活動強化方策】 

１．定例会の活性化を図るために、活動報告や事例検討会議の場を設ける。 

２．「誰もが笑顔で、安全に、安心して暮らせる地域づくり」を目指す。 

３．児童委員活動の強化推進を図る（学校との連携強化） 

４ ． 村 民 に対し、顔の見 える民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 活 動 の周 知を図るとともに、民 生 委 員 児 童 委 員

協議会の機能強化を図り、民生委員・児童委員一人ひとりを支える体制つくり、活動しやすい環

境づくりを目指す。 

５．「民生委員児童委員信条」を胸に、常に地域住民に寄り添った活動に努めます。 

６．福祉・教育行政等関係機関・団体と連携し、地域福祉活動の推進を図る。 

令和４年９月３０日現在

会議協員委童児員委生民村座野宜名協児民村町市

会長名 島田 成子 副会長名 松田 健 

連 絡 先 

〒９０４－１３０３  

沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶１８９８番地 村地域福祉センター内 

ＴＥＬ  ０９８－９６８－８９７９   FAX  ０９８－９６８－５８８４ 

地区人口 ６，２５８人 地区世帯数 ２，７０３世帯 高齢化率 ２３．９％ 

小学校数 3 中学校数 1 幼稚園数 3 こども園数 0 保育所数 3 

民生委員・児童委員定数    10 名 主任児童委員定数    2 名 

―――会員委・会部

民 児 協 規 約  有 ・  無 ・  その他（               ）  

民児協定例会開催日時 開催日 毎月第２水曜日 ：  時間帯（ 午前 ・  午後 ・  夜間 ）  

【地域の状況】 

沖縄本島の東西南北のちょうど真ん中に位置しており、人間で言う『へそ』にあたることから『てんぷす(へそ)宜野

座』を宣言しております。行政区は松田・宜野座・惣慶・福山・漢那・城原の６区。南北約 8 ㎞、東西約 7 ㎞にまたが

り面積は３１．３㎢となっております。また、出生率は、13.1％（令和 2 年時点）と、沖縄県（10.3％）と全国（6.8％）の

出生率を大きく上回っておりますが、その一方で、高齢化率も 23.9%（令和 2 年時点）と、高齢化も進んでおります。観

光としては、タピックタラソセンター宜野座、プロ野球阪神タイガースのキャンプ地としても有名です。また、平成 30年 4

月、観光拠点施設として「道の駅ぎのざ」がリニューアル。大型遊具やステージを兼ね備えた「ぎ～のくんランド」や「ぎ

～のくん広場」、護岸テラス、水遊び広場、キッズルーム、フリースペース等を完備、カヌー体験もでき、県内外から多

くのお客さんが訪れます。近隣都市への交通の便も良好ですが、自動車等の移動手段を持たない高齢者等の外出

支援が課題となっています。 

【主な活動（高齢者・障がい者・児童等）】  

◇各区ミニデイサービス運営

ボランティアスタッフとして体操やレク等、介護予防に貢献。 

◇村内学校訪問、村内福祉施設訪問、駐在員との連絡会

 民生委員活動強化週間や定例事例検討会を通し、関係機関と 

の顔合わせと情報交換による連携を強化。小学校の入学式で 

は、手作りのお守りを提供し、児童、保護者との顔つなぎと 

相談しやすい関係構築に努めている。 

◇災害時避難行動要支援者名簿作成への協力

 台風前後の見守り訪問を実施。日常の関わりが名簿掲載への 

同意取得と平常時の見守りに繋がっている。 

◇高齢者世帯宅激励訪問、歳末たすけあい激励訪問

高齢者世帯調査や困窮世帯調査を実施し、老人月間や歳末た 

すけあい募金運動をきっかけに物品支給や配分金支給等を通 

し、関わりの少ない世帯へも訪問が可能になっている。 

【単位民児協版 活動強化方策】 

１．地域住民一人一人の人権尊重、個人情報保護を意識しつつ積極的な相談・支援を行います。 

２．SDGs（持続可能な開発目標）の観点からも、あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進

する為、地域の実態やニーズ把握に努め、地域住民一人一人が幸せを感じられる地域社会づくりに協力します。 

３．行政や専門機関（医療・福祉）と連携し、相談者を適切な支援へと繋げる「橋渡し役」を意識し、心掛けます。

令和４年９月３０日現在
− 21 −


